
第 26 号様式（第 63 条関係） 

令和７年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施 設 名 串良平和アリーナ外６施設 

所 在 地 鹿屋市串良町有里4831番地３外 

指定管理者 

名 称： 串良町体育振興会        

代表者： 会長 重吉 秀美        

住 所： 鹿屋串良町有里4831番地３    

連絡先： 0994-31-4500          

モニタリングの 

実施経過 

●書類審査（月例及び年度報告書） 

●現地調査 

●ヒアリング調査 

担当部課 

（問合せ先） 
市民生活部 市民スポーツ課  電話0994-31-1139 内線3591 

 

【モニタリングの総合評価】 

全体的に、良好な管理、運営を行っており、条例に則し、適正で公平な利用受付及 

び許可に努めている。 

 施設の維持管理については、業務に真摯に取り組み、一定の成果を上げているが、

老朽化している施設の整備を今後も継続していく必要がある。 

 施設の安全対策については、消防訓練やＡＥＤ講習の受講、緊急時対応マニュアル 

及び緊急連絡網の作成、職員への指導等を通して、利用者が安心して施設を活用でき

るよう環境づくりに努めている。 

 

【今後の業務改善に向けた考え方】 

≪指定管理者が実施・検討する事項≫ 

・施設整備に係る講習会等の受講による、施設整備状況の向上に努める。 

・多目的グラウンド等の芝の回復及び維持管理の充実。 

・若年層の新規雇用 

・ホームページを利用した情報提供の取り組み 

 

≪施設所管課が実施・検討する事項≫ 

・老朽化している施設の計画的な修繕・整備。 

・スポーツ競技人口拡充に向けた取組。 

 

 

 

 

 

 



⑴基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮） 

①合目的性・公平性・効果性 

○体的に利用者数及び利用料金は、前年度を上回っている。特にアリーナの利用者が

前年と比べ増加している。 

○施設の予約、利用は公平で適切に行われている。 

施  設 
令和７年度 令和６年度 

利用者数 利用料金 利用者数 利用料金 

アリーナ 60,477 6,428,951 52,967 4,246,390 

トレーニング室 4,469 1,265,100 4,429 1,272,600 

多目的グラウンド 14,967 419,210 16,730 461,940 

テニス場 9,268 2,007,845 8,517 1,900,460 

屋内ゲートボール場 5,688 209,950 6,415 202,450 

野球場 10,852 807,880 5,035 610,050 

屋内練習場 17,205 1,960,530 16,273 1,971,830 

投球練習場 1,507 121,200 1,835 124,125 

合 計 124,433 13,220,666 112,201 10,789,845 
 

⑵業務内容 

①機能性・独創性（事業への具体的な取組み方） 

○利用者アンケートを実施しており、要望・相談がある際は柔軟に対応できるよう取

り組んでいる。 

○競技場内の芝管理については目土や肥料の散布、芝の張り替えや必要に応じた利用

制限を行い、芝の状態を管理している。また、屋外施設については、グラウンドキ

ーパーを配置し、適正な維持管理をしている。 

○施設の清掃や競技場の整備など、適切な施設提供に心掛けている。 

②責任性・実行性（施設の運営体制や組織） 

○ミーティングを基本的には週初め、必要に応じて適宜実施することで作業内容や業

務の進捗状況など、職員間での情報共有を行っている。 

○夜間及び土日に勤務しているパート職員やシルバーの方への指導、情報共有を行い、

利用者が満足できるよう心掛けている。 

③明瞭性・規律性（適正な事務や経理） 

○年間の業務計画・予算を作成し、計画的に業務を行っている。 

○会計事務については会長を含め、職員全員で確認を行い、適切な事務の執行を行っ

ている。 

○個人情報は、施錠できる部屋で保管、破棄をする際はシュレッダー処理を行うなど、

個人情報の漏洩防止をしている。 

④安全性（安全管理・緊急時等の対応） 

○施設、備品を定期的に点検し、利用者が安全に利用できるように管理を行っている 

○消防訓練の実施や消火栓、消火器等の防災設備の点検確認を行い、利用者の安全に

配慮している。 

⑤社会性（環境等への配慮） 

○環境への配慮として、節電・節水に努めているほか、利用者へも節電、ゴミの分別、



リサイクルを促している。 

⑶事業収支 

①経済性 

○月例報告及び年度報告書から、管理経費は効率的、効果的に使用していると判断で

きる。 

⑷団体の経営状態 

①経営の健全性 

○財務諸表等会計関係書類及び過去の実績から経営について問題ないと判断する。 

 



第 27 号様式（第 63 条関係） 

施 設 概 要 調 書 

 

１ 施設の概要 

施 設 名 串良平和アリーナ外６施設 所管課：市民スポーツ課 

所 在 地 鹿屋市串良町有里4831番地３外 設置年月日：平成５年 

設 置 目 的 
市民の健康増進やスポーツの普及発展と体力の向上、各種行事やレ

クリエーション等の憩いの場に供する。 

設置の根拠 

（法令、条例等） 

鹿屋市都市公園条例、鹿屋市都市公園条例施行規則、鹿屋市平和公

園体育施設管理規則 

施設の概要 

設備の概要 

敷地面積 68,277㎡ 

延床面積 22,264㎡ 

《有料》条例に基づき使用料を徴収 

事 業 概 要 
（１）施設の維持管理業務 
（２）施設等使用許可、利用料金の徴収及び減免 

 

２ 経営分析評価指標 

①事業収支 2,412,130円 ④外部委託費比率 23.1％ 

②利用料金比率 29.9％ ⑤利用者あたり管理運営コスト 336.2円/一人 

③人件費比率 28.2％ ⑥利用者あたり自治体負担コスト 218.6円/一人 

※ 少数点第２位四捨五入 

 

３ 運営状況 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

開館日数 359日 

359日 

※台風接近に伴う臨時休館 

 ８月21日については夜間

のみ閉館 

開館時間 午前8時30分～午後10時 午前8時30分～午後10時 

事業開催   

 

４ 利用実績 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

施設利用 

人数 

アリーナ  60,477 

トレーニング室  4,469 

多目的グラウンド  14,967 

テニス場  9,268 

屋内ゲートボール場  5,688 

野球場  10,852 

屋内練習場  17,205 

投球練習場  1,507 

計  124,433 



５ 事業収支                        （単位：千円） 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等

利用収入 

アリーナ  6,429 

トレーニング室  1,265 

多目的グラウンド  419 

テニス場  2,008 

屋内ゲートボール場  210 

野球場  808 

屋内練習場  1,961 

投球練習場  121 

計 10,000 13,221 

その他料金収入 440 447 

自主事業収入 0 0 

指定管理料 26,863 27,202 

その他収入 0 0 

繰越金 3,382 3,382 

収入計（Ａ） 40,685 44,252 

人件費 11,985 11,791 

修繕費 1,600 1,802 

光熱水費 10,900 9,919 

委託料 9,000 9,652 

管理費 6,000 7,183 

租税 1,200 1,335 

その他 0 158 

支出計（Ｂ） 40,685 41,840 

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 2,412 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 28 号様式（第 63 条関係） 

指定管理者自己評価表 

令和８年５月 22 日 

 

指定管理者  串良町体育振興会       

 

施 設 名  平和公園体育施設       

 

確認事項 自己評価 

履行 

確認 
１ 協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理運営を行っているか ３・２・１ 

執 

行 

体 

制 

２ 人員の配置が適切であるか ３・２・１ 

３ 従業員に対し、業務に必要な研修や教育を適切に行っているか ３・２・１ 

４ 就業規則等を遵守し、雇用者の労働環境を確保しているか ３・２・１ 

５ 個人情報の取扱いは適切に行っているか ３・２・１ 

安

全

対

策 

６ 危険箇所の把握及び点検を行い、利用者等の安全安心に努めている

か 
３・２・１ 

７ 防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であるか（緊急連絡網や初

動対応要領の作成等） 
３・２・１ 

サ 

勖 

ビ 

ス 

の 
質 

８  親切丁寧な接客に努めているか ３・２・１ 

９ 利用者からの苦情等に対し適切に対応しているか ３・２・１ 

10 特定の者に有利又は不利な取扱いをしていないか ３・２・１ 

11 サービス向上及び利用促進のための取組を行っているか ３・２・１ 

報
告
事
項 

12 利用者の満足度調査（聞き取りを含む）等を行っているか ３・２・１ 

13 施設の破損及び異常について、速やかに対応し、市へ報告している

か 
３・２・１ 

経
営
状
況 

14 利用者数や稼働率等は適切な水準であるか ３・２・１ 

15 事業収支は妥当であるか ３・２・１ 

総 合 

評 価 

(所感) 

利用調整、体育機器整備、日常清掃、施設整備を中心に管理の徹底を図ってまいり

ました。グランド整備、芝管理については、これまで以上に良い成果があるように改

善していく。各施設の整備等計画し、更に管理を向上してまいります。 

 

【自己評価の採点基準】「３」･･･優 「２」･･･良 「１」･･･可 
※ 総合評価（所感）の欄には、年間を通した指定管理業務において評価できる点や改善点・

反省点を踏まえた所感を記載すること。 

 


